
亘理町告示第７０号 

亘理町空き家バンク事業実施要綱を次のように定める 

 令和２年６月１日 

亘理町長 山 田 周 伸 

亘理町空き家バンク事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の有効活用を通して、定住を促進するため

に実施する亘理町空き家バンク事業（以下「空き家バンク事業」とい

う。）の実施に関し、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 空き家  町内に存在する居住を目的として建築された家屋であ

って、現在居住者がいないもの又は居住者がいなくなる予定のもの

で、利活用できるものをいう。ただし、現在、売却及び賃貸を目的

としている家屋は除く。 

⑵ 所有者等  空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家

の売却若しくは賃貸を行うことができる者又は所有者が委任した

者をいう。 

⑶ 利用者  次号に規定する空き家バンクを利用して空き家の購入

又は賃借を希望する者をいう。ただし、業として土地建物の売買、

媒介、あっせん等を行う者を除く。 

⑷ 空き家バンク  空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から



申し込みを受けて登録した当該空き家の情報を、必要と認める範囲

内で公開し、提供する制度をいう。 

⑸ 協定団体  公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び公益社

団法人全日本不動産協会宮城県本部をいう。  

⑹ 協力事業者 協定団体の会員で、事業所を亘理町内に置き、空き

家バンク事業の趣旨を理解し、協力する事業者をいう。 

⑺ 媒介等 協力事業者が、空き家バンク登録の申し込みによる空き

家の現地調査及び空き家バンクに登録された空き家の所有者等と

利用者の間で当該物件の売買又は賃貸借の代理又は媒介を行うこ

とをいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家バンク事業以外による空き家の取引を規

制するものではない。 

（空き家の登録申込等） 

第４条 空き家バンクに空き家に係る情報の登録を希望する所有者等

（以下この条において「申込者」という。）は、亘理町空き家バンク

登録申込書（様式第１号）及び亘理町空き家バンク登録カード（様式

第２号）に次に掲げる書類を添えて、申し込まなければならない。  

⑴ 住宅及び土地に係る登記事項証明書（全部事項証明書に限る。） 

⑵ 本人であることが確認できる書類（運転免許証等）の写し 

⑶ 委任状（代理人が申請する場合） 

⑷ 空き家の敷地の所有者が当該空き家を空き家バンクに登録する

ことを承諾したことを証明する書類（空き家の所有者と当該空き家



の敷地の所有者が異なる場合） 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 

２ 町長は、第１項による申し込みを受けたときは、当該物件に係る媒 

介等を協力事業者に依頼するものとする。 

３ 町長は、前項の規定による協力事業者を指定し、亘理町空き家バン

ク媒介等担当協力事業者指定通知書（様式第３号）により申込者に通

知するものとする。 

４ 町長は、協力事業者が行う現地調査に同行し、居住が可能であり適

当と認めるときは当該物件を空き家バンクへ登録（以下「空き家登録」

という。）するとともに、亘理町空き家バンク登録完了通知書（様式

第４号）により当該申込者に通知するものとする。  

５ 町長は、前項の調査の結果その他の事情により空き家登録が適当

でないと認めたときは、亘理町空き家バンク登録却下通知書（様式第

５号）により申込者に通知するものとする。  

６ 次に掲げる者は、第１項に規定する登録の申し込みをすることが

できない。 

⑴ 亘理町暴力団排除条例（平成２５年亘理町条例第１２号）第２条

第４号に規定する暴力団員等 

⑵ その他町長が適当でないと認める者 

（空き家の登録情報の変更等） 

第５条 前条第４項の規定による空き家登録を受けた所有者等（以下

「登録者」という。）は、登録情報に変更があったとき又は登録を抹

消しようとするときは、協力事業者に連絡するとともに、亘理町空き



家バンク登録（変更・抹消）届出書（様式第６号）により、遅滞なく

町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、登録情報を変更又

は抹消するものとし、抹消に係るものについては亘理町空き家バン

ク登録抹消通知書（様式第７号）により登録者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による場合のほか、町長は、次のいずれかに該当すると

きは、当該登録を抹消することができる。ただし、第２号に該当する

ことにより登録の抹消を受けた者は、第４条第１項の規定による登

録の申し込みを行うことにより、再度登録することができる。  

⑴ 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。  

⑵ 登録の日から２年を経過したとき。 

⑶ 申込内容に虚偽があったとき。 

⑷ その他、登録の継続が不適当と町長が認めたとき。 

（空き家の情報提供等） 

第６条 町長は、登録情報を亘理町ホームページ等で公開するものと

する。 

（登録者と利用者の交渉等） 

第７条 利用者は、亘理町ホームページ等で公開された当該物件を担

当する協力事業者に直接交渉を申し込むものとする。 

２ 第４条第６項第１号又は第２号に該当する者は前項に規定する申

し込みはできないものとする。 

３ 町は、登録者及び利用者が行ういかなる交渉、契約等にも関与しな

い。 



４ 登録者は、売却又は賃貸の交渉（当該交渉の結果、契約を締結する

場合は、当該契約を含む。）について、協力事業者に媒介を依頼しな

ければならない。 

（個人情報の取扱い） 

第８条 登録者、利用者並びに空き家登録台帳の情報を利用する者は、

次の各号に定める事項を遵守しなければならない。  

⑴ 空き家バンクから知り得た個人情報（以下「個人情報」という。）

を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、

収集、作成及び利用をしないこと。 

⑵ 個人情報を毀損又は滅失することのないよう適正に管理するこ  

と。 

⑶ 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。  

⑷ 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速や

かに町長に報告し、その指示に従うこと。  

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定め

る。 

附 則 

 この告示は、令和２年６月１日から施行する。 

 

 

 


